
O
ZU

 iN
FO

R
M

AT
IO

N

経済的理由や災害などにより保険料を納めることが困難であると申請して認められ
た場合に、保険料の全額または一部の納付が免除される免除制度があります。

◦対象　　　本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額
　　　　　　以下の人
◦免除期間　７月～翌年６月
　※失業した場合も申請することで、保険料の納付が

　免除や猶予となる場合があります。
◦必要なもの　免許証などの身分証明書、印鑑
　失業の場合…離職票、または雇用保険受給資格者証
　※新型コロナウイルス感染症に関する免除申請は広

　報おおづ６月号をご覧ください。

令和２年度保険料と受給割合
保険料 老齢基礎年金の受給割合

全額免除 0円 ８分の４
４分の３免除 4,140円 ８分の５

半額免除 8,270円 ８分の６
４分の１免除 12,410円 ８分の７

全額納付 16,540円 ８分の８

■保険料の猶予・特例制度
納付猶予
50歳未満の人で国民年金保険料を納めることが困難
な人は、申請をして認められた場合は、保険料を納め
ることが猶予されます（学生は対象外）。

◦問い合わせ　役場住民課　住民係　☎096（293）3112

令和２年度保険料　免除申請の受付開始

●「免除・猶予・特例」比較表
納付 全額免除 一部免除

※
納付猶予

学生納付特例 未納

障害・遺族基礎年金（受給資
格期間に参入されるか？） 〇 〇 〇 〇 ×
老
齢
基
礎
年
金

受給資格期間に算入
されるか 〇 〇 〇 〇 ×
年金額に反映されるか
※反映率 １ ２分の１ ８分の５

～８分の７ ０ ０

※一部免除承認後の保険料を納付していることが必要。

学生納付特例
学生で前年所得が基準額以下の人は、
申請をして認められた場合は、保険料
を納めることが猶予されます。

障害・遺族年金も保障
免除・猶予・特例の全ての期
間を、国民年金から支給され
る障害基礎年金と遺族基礎年
金を受給するための資格期間
に入れることができ、万一の
場合に満額保障されます。

■「免除・猶予・特例」と「未納」の違い

■産前産後期間の保険料免除制度があります

国民
年金

出張年金相談所をご利用ください
毎月第３金曜日に、年金事務所相談員による「出張年金
相談所」が、オークスプラザに開設されています（予約制）。
新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合
があります。

●年金に関する問い合わせ　
　熊本西年金事務所　　☎096（353）0142
●出張年金相談所の予約
　役場住民課　住民係　☎096（293）3112　
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単胎妊娠の場合
出産予定日または出産日が属す
る月の前月から４カ月間の国民
年金保険料が免除されます。

多胎妊娠の場合
出産予定日または出産日が属す
る月の３カ月前から６カ月間の
国民年金保険料が免除されます。

出産予定日または出産日が属する月
（産後の届け出の場合は出生日）

※出産予定日の６カ月前から届出可能です。
※産前産後免除の期間は年金受給資格期間に計算される上、老齢基礎年金額に満額が反映されます。

●免除対象期間の例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◦問い合わせ　役場福祉課　障害福祉係　☎096（293）3510
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療の申請猶予

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
や
自
立
支
援
医
療
に

関
し
て
提
出
の
猶
予
や
有
効
期
間
の

延
長
が
あ
り
ま
す
。

■
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

　
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
更

新
手
続
き
の
際
に
、
医
師
の
診
断
書

の
提
出
が
最
大
で
１
年
間
猶
予
さ
れ

ま
す
。

●
対
象
者

　
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
有

　
効
期
限
が
、
３
月
１
日
～
令
和
３

　
年
２
月
28
日
ま
で
の
人
で
、
更
新

　
時
に
医
師
の
診
断
書
を
提
出
す
る

　
必
要
が
あ
る
人

※
た
だ
し
、
更
新
申
請
書
の
提
出
は

　
必
要
で
す
。
ま
た
、
年
金
証
書
を

　
添
付
し
て
の
申
請
、
自
立
支
援
医

　
療
費（
精
神
通
院
）と
の
同
期
申
請

　
に
つ
い
て
は
、
通
常
通
り
申
請
が

　
必
要
で
す
。

●
留
意
点

・
診
断
書
を
提
出
せ
ず
に
更
新
手
続

　
き
を
し
た
場
合
は
、
手
帳
の
有
効

　
期
限
か
ら
１
年
以
内
に
診
断
書
を

　
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
提

　
出
が
な
い
場
合
は
、
お
持
ち
の
手

　
帳
が
失
効
し
ま
す
の
で
、
ご
注
意

　
く
だ
さ
い
。

■
自
立
支
援
医
療

　
更
生
医
療・育
成
医
療・精
神
通
院

医
療
に
つ
い
て
、
受
給
者
証
の
有
効

期
間
が
１
年
間
延
長
と
な
り
ま
す
。

●
対
象
者

　
受
給
者
証
の
有
効
期
間
が
３
月
１

　
日
～
令
和
３
年
２
月
28
日
ま
で
の

　
間
に
満
了
す
る
人

※
た
だ
し
、新
規
申
請
、町
外
転
入
、

　
変
更
申
請
に
つ
い
て
は
、
通
常
通

　
り
申
請
が
必
要
で
す
。

●
手
続
き

　
医
療
機
関
で
の
診
断
書
の
取
得
や

町
役
場
の
窓
口
で
の
更
新
手
続
き
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
お
持
ち
の

受
給
者
証
を
書
き
換
え
る
こ
と
も
な

く
、
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
既
に
更
新
手
続
き
が
済
ん

で
い
る
も
の
は
、
通
常
通
り
新
し
い

受
給
者
証
が
発
行
さ
れ
ま
す
。
新
し

い
受
給
者
証
の
発
行
を
希
望
す
る
人

の
更
新
は
、
通
常
通
り
申
請
を
受
理

し
ま
す
。

福祉

国保

国
民
健
康
保
険
は
、
他
の
健
康

保
険（
職
場
の
健
康
保
険
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
）に
加
入
し
て

い
る
人
や
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る

人
を
除
く
全
て
の
人
が
加
入
し
ま

す
。
健
康
保
険
の
切
り
替
え
は
自
動

的
に
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
の
で
、取
得・

喪
失
な
ど
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
に

は
、14
日
以
内
に
届
出
て
く
だ
さ
い
。

届出に必要なもの
●転出証明書
●印鑑
●職場の健康保険（社会保険など）をや
めた証明書※　●印鑑

※社会保険資格喪失証明書や離職票など
　誰がいつ、どの健康保険をやめたかがわかる証明書が必要です。

●国民健康保険証（全員分）
●印鑑
●国民健康保険証（全員分）
●職場の健康保険証（全員分）　●印鑑

どんなとき
他の市町村から転入してきたとき

（職場の健康保険に加入していない場合）
職場の健康保険をやめたとき

（扶養からはずれたとき）

他の市町村に転出するとき

職場の健康保険に加入したとき
（扶養に入ったとき）

加入

脱退

●
届
出
が
遅
れ
る
と
・
・
・

加
入
の
場
合

　

加
入
資
格
を
得
た
日（
他
の
健
康

保
険
の
喪
失
日
）に
さ
か
の
ぼ
り
保

険
税
を
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

脱
退
の
場
合

　
他
の
健
康
保
険
加
入
後
に
、
国
民

健
康
保
険
証
を
使
用
す
る
と
、
国
民

健
康
保
険
が
負
担
し
た
医
療
給
付
費

や
健
診
の
助
成
金
を
返
還
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。　
　
　
　

　
さ
ら
に
、
国
民
健
康
保
険
の
保
険

税
と
新
た
に
加
入
し
た
健
康
保
険
の

保
険
料
を
二
重
に
納
め
る
こ
と
に
な

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

現
在
の
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、

７
月
31
日（
金
）で
す
。
有
効
期
限
が

切
れ
た
保
険
証
は
、
細
か
く
裁
断
し

て
各
自
で
処
分
す
る
か
、
役
場
健
康

保
険
課
に
返
還
し
て
く
だ
さ
い
。

●
郵
送
期
間　

　
７
月
16
日（
木
）～
７
月
31
日（
金
）

※
７
月
中
に
受
取
れ
な
か
っ
た
場
合

　
は
、８
月
３
日（
月
）正
午
以
降
に
、

　
窓
口
で
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

●
窓
口
交
付
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑（
ス
タ
ン
プ
式
不
可
）

・
本
人
確
認
書
類（
免
許
証
な
ど
）

・
委
任
状（
別
世
帯
の
人
の
受
取
時
）

※
事
前
に
窓
口
交
付
を
申
請
し
た
人
は

　
７
月
14
日（
火
）か
ら
受
け
取
れ
ま
す
。

国民健康保険に加入・脱退には届出が必要です
　　　　　　　　　　　　　　◦問い合わせ　役場健康保険課　国保・医療係　☎096（293）3114

新
し
い
国
民
健
康
保
険
証
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証
を
発
送
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